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広 島 県 三 次 市 

資料１

（教育委員会所管分抜粋）



 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第５項に基づく主

要な施策の成果を説明する書類を提出する。 

 

 

    令和７年９月１日 

 

 

三次市長 福 岡 誠 志 



■ 令和６年度一般会計決算の状況 
 

【総 括】                               （単位：千円） 

歳 入 総 額  歳 出 総 額  
歳 入 歳 出  

差 引 額  

う ち 翌 年 度 へ 

繰り越すべき財源 
実質収支額 

41,590,391 40,453,278 1,137,113 336,463 800,650 

 
 

【歳入の内訳】                           （単位：千円・％） 

区    分 決  算  額 
内     訳 決 算 額 

構 成 比 特定財源 一般財源 

市 税 6,975,800 0 6,975,800 16.77 

譲 与 税 ･交 付 金 2,477,931 0 2,477,931 5.96 

地 方 交 付 税  15,977,217 0 15,977,217 38.42 

分担金及び負担金 316,627 263,631 52,996 0.76 

使用料及び手数料 276,681 269,595 7,086 0.66 

国 庫 支 出 金  4,445,308 3,478,832 966,476 10.69 

県 支 出 金 2,860,415 2,781,181 79,234 6.88 

財 産 収 入 263,576 118,723 144,853 0.63 

寄 附 金 153,030 151,485 1,545 0.37 

繰 入 金 773,069 635,456 137,613 1.86 

繰 越 金 1,142,879 166,853 976,026 2.75 

諸 収 入 873,739 829,074 44,665 2.10 

市 債 5,054,119 4,999,700 54,419 12.15 

歳 入 合 計 41,590,391 13,694,530 27,895,861 100.00 
 
 

【歳出の内訳（性質別）】                     （単位：千円・％） 

区    分 決  算  額 
内     訳 決 算 額 

構 成 比 特定財源 一般財源 

人 件 費 5,608,403 561,450 5,046,953 13.86 

物 件 費 5,368,871 978,368 4,390,503 13.27 

維 持 補 修 費 899,268 58,857 840,411 2.22 

扶 助 費 5,633,518 2,948,222 2,685,296 13.93 

補 助 費 等 7,429,831 2,085,720 5,344,111 18.37 

普 通 建 設 事 業 費 5,833,990 5,283,522 550,468 14.42 

災 害 復 旧 事 業 費 245,033 203,068 41,965 0.60 

公 債 費 5,448,241 73,978 5,374,263 13.47 

積 立 金 780,079 455,433 324,646 1.93 

投 資 及 び 出 資 金 120,845 120,825 20 0.30 

貸 付 金 480,500 480,500 0 1.19 

繰 出 金 2,604,699 444,587 2,160,112 6.44 

歳 出 合 計 40,453,278 13,694,530 26,758,748 100.00 

※表示単位未満四捨五入の関係で合計が一致しない場合があります。



 

  
【歳入の内訳】 

【歳出の内訳（性質別）】 



継続事業















（三次小学校新校舎 パース図） （年度末の工事状況）
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資料２

（教育委員会所管分 抜粋）
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6 4

子どもの居場所づくり
推進事業
（放課後児童健全育成
事業 放課後児童クラ
ブ）

〇
継
続

児童クラブへの入所希望者は増加傾向であ
る。主体的な遊びや生活が可能となる居場所
として機能している。

児童クラブへの入所希望者は増加傾向であ
る。子ども の健全育成のため，また，保護者が
安心して働けるよう ，放課後の居場所づくりと
して，継続した取組みが必要である。

子ども の特性や社会的ニーズに合わせた保
育を行う ため，放課後児童支援員の資質の
向上が求められているが，専門的な研修や支
援員を補助するプログラム等が不十分であ
る。民間活力による取組みアイデアやコーディ
ネート，人材確保等の仕組みづくりによって，
安定した，子ども の健全な育成環境が必要で
ある。

民間活力による運営によって，多様な家庭へ
の対応や子どもの居場所づくり の構築をめざ
す。

〇
継
続

入会児童数が増加しており，利用ニーズは高まっている。公設民営化によ
り，多様な研修体制による支援員の資質向上のほか，民間企業独自のノウ
ハウやネットワークを駆使した人材確保，現場支援員への支援体制の充実
などが期待されることから，円滑なスタートが切れるよう 着実な取組を進め
る。なお，公設民営化に対して不安を感じる保護者も いると考えられること
から，説明会等を開催するなど，丁寧な説明により保護者の不安解消を図
る。

6 5

子どもの居場所づくり
推進事業
（放課後子ども教室事
業）

〇
継
続

運営業務の委託内容等を見直し，持続可能
な運営となるよう 検討・見直しを行いながら，
安全・安心な子ども の活動拠点が確保できて
いる。

子ども たちと地域住民との交流は地域コミ ュ
ニティの充実につながり ，子ども たちの自主
性・社会性・創造性の育成にも つながる。ま
た，放課後や長期休業日等における子どもの
安全・安心な居場所としての需要も高く，子育
てと仕事の両立のためにも 継続が必要な事
業である。

高齢化等により地域住民の参画が難しくなり
つつあり ，安全管理員等の人材確保は継続
的な課題となっている。
今後，再配置の対象となっている小学校区が
ある。

居住地域の方のみならず，市内全域で情報
収集し，情報提供を行えるよう に取り組む。ま
た，三次市放課後児童クラブ支援員の日々雇
用の方へも 参画しても らえるよう 声掛けを行
い人材確保に努めていく。
小学校の再配置にむけて，住民自治組織等と
協議を行いながら，地域外の子どもも 含め，
地域とのつながり の場としての継続・支援の
方法を模索するととも に，放課後子ども 教室
の運営方針等のあり方について検討してい
く。

〇
継
続

共働き家庭の増加や核家族化の進行により，放課後や週末，長期休業にお
ける子どもの居場所確保のニーズは高まっている。放課後子ども教室を運
営する地域住民の高齢化や運営人材の確保，今後の学校再配置による地
域外の子ども を含めた地域とのつながり の場としてのあり方などの課題に
ついて，住民自治組織等の関係者と協議を行いながら，持続可能な運営体
制について検討を行う 。

7 3
校務支援システム活用
事業

〇
継
続

・これまで手計算であった出欠席の集計作業
が不要となった。
・各種帳票データの紐づけにより，データ処理
上のミ スの軽減や紙面での管理負担を減ら
すことができた。

令和６年度から本格運用としており，単年で
は効果が見えづらい事業であるため，継続が
望ましい。

・運用における学校間格差
・各学校の管理職及びシステム管理者の異動
時の引継ぎ
・今後予定されている県域でのシステム共同
調達を見越した情報収集及び連携

・現状，令和６年度に実施した各種ガイダンス
や代表者会，個別の問い合わせに対する
Q& A の作成により，令和７年度は，運用面に
おける教育委員会への問い合わせは激減し
たため，引き続き安定した稼働をベンダーと
協働しながら進めていく。
・運用に係る課題については，ベンダーと協働
した相談会の実施やコールセンターの積極的
な利用促進等を行う 。

〇
継
続

成果指標である小中学校における時間外在校時間が4 5 時間未満の教職
員の割合が増加しており ，教職員の業務改善につながっている。引き続き，
学校間の情報共有を図るととも に，Q& A の充実を図るなど教職員の更な
る業務改善につなげていく。

7 4
三次版学校ICT活用事
業

〇
継
続

次期学習指導要領においては，デジタル学習
基盤を前提とした学びが求められる中，活用・
運用を支える指導者へのサポートの充実が
必要ではあるが，概ね児童生徒の活用は進
んでいるため。

次期学習指導要領においては，デジタル学習
基盤を前提とした学びが求められることから，
端末活用を支える管理，運用，支援といった
一体的な事業の継続及び拡大が必要であ
る。

・端末活用における学校間格差
・各学校の管理職及び情報教育担当者の引
継ぎが十分でない。

・学校訪問や各種研修の機会を捉えた端末
活用策の提示
・端末や各種アカウント情報等の管理，運用
の周知徹底

△
継
続

●達成状況評価…成果指標である児童生徒それぞれの特性や理解度・進
度に合わせて課題に取り 組む場面におけるＩＣＴ機器の使用率が令和５年
度と比べて低下するととも に，中学３年生におけるＰＣ・タブレット等の授業
使用率も 減少傾向にあることから，「△」が妥当。

●本市においては，各小中学校においてネット ワーク整備を行う ととも に，
一人一台タブレット端末を配布し，デジタル学習基盤を活用した学びに取り
組む環境が整備されている。次期学習指導要領においても ，デジタル学習
基盤を前提とした学びが求められることから，成果指標の改善に取り組む
必要がある。令和６年度において，ＩＣＴ機器の使用率が減少した要因を把
握・分析し，必要な対策を講じる。

7 5 学校支援員等配置事業 〇
継
続

年度初めは人材確保ができない状況にあっ
たが，現在は配置できており ，個々のニーズ
や学習の習熟に応じたきめ細やかな指導や
支援を行う ことができている。

ニーズは高まっており，人材確保の難しさは
あるが，人的措置に依らないニーズの満たし
方についても 模索しながら継続していく。

・適材適所の配置が望ましいが，難しい現状
がある。
・令和７年４月当初は全員配置となっていな
かった。（現在は全員配置ができている。）

市費教員（理科支援教員及び外国語指導員）
については，複式学級の授業を支援するた
め，継続して配置する必要がある。また，通常
の学級において特別な教育的ニーズや特別
の配慮を要する児童生徒に対し，学校支援員
や障害児介助指導員を派遣し，より細やかな
支援・指導を行っている。特別な支援や配慮
を要する児童生徒は，年々増加傾向にあり，
教育的ニーズに応えるよう 人的措置に依らな
い方法も検討する。

〇
継
続

児童生徒が確かな基礎学力を身に付けるととも に，特別な教育的ニーズや
配慮に対応していくう えで必要な事業であることから，１次評価にもある通
り，ICTの活用など，人的措置によらない方法を引き続き，検討する。検討
に当たっては，めざす姿にある児童生徒の学習意欲向上につなげていく視
点も 持ちながら検討を行う 。

7 6
外国語指導助手派遣事
業

〇
継
続

外国語指導助手の派遣会社を変更したことに
より，オンラインの英会話レッスンやオンライン
で外国の学校と交流をすることも できる内容
となっており，児童生徒の基礎的な英語力，コ
ミ ュニケーショ ン力向上につながる取組を進
めている。コミ ュニケーショ ンを図ろう とする
意識の醸成には一定程度成果が出ている。
本取組を契機として，今後，県教育委員会が
実施する外国との交流の機会も 活用も 含め，
より多くの学校に拡大していくよう にする。

確かな語学力や異文化・多様性等への理解
があるグローバル人材の育成を進めるために
継続が必要な事業である。

新たな派遣会社との契約となり，２年目とな
る。学校から の率直な意見を集めながら，より
良い業務内容をめざす。

派遣会社が現地コーディネータを配置した。
このコーディネーターとの連携を密にし，充実
した業務内容になるよう 事業を進める。

〇
継
続

学力到達度検査のう ち英語の正答率は低下している一方で，年度によりば
らつきがあるも のの，ＡＬＴと意欲的に会話しよう とする生徒の割合はプラ
スで推移しており，めざす姿に向かって，一定の成果があるといえる。引き
続き，生徒が授業以外の場で英語を活用できる機会を設け，語学力及びコ
ミ ュニケーショ ン能力の向上に取り組むととも に，国際交流事業の実施に
当たっては，アンケート等を活用しながら，参加者の意見を把握し，今後の
取組の充実につなげる。
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事務事業評価結果

事
務
事
業
番
号

事務事業名 所管

１次評価判断理由
（担当課）

２次評価1次評価

7 7 読書活動推進事業 〇
継
続

学校図書館の図書購入は，各学校の蔵書冊
数に基づき，適正に予算配当を行っている状
況である。また，読書活動推進業務委託につ
いては，各学校と委託先との連携により，各校
のニーズに応じた取組を展開できている。ま
た，重点実践校を４校指定し，組織的・計画的
に読書活動を推進している。

各学校が「学校図書館図書廃棄規準」に則っ
た図書の整理を行う とともに，望ましい蔵書
冊数の確保は継続的に必要な取組である。ま
た，読書活動推進員については，引き続き全
校へ配置し，児童生徒への読書意欲の向上
につながる活動の充実を図る。

「読んだ本の内容について，紹介したり話をし
たりする児童生徒の割合」の向上につながる
よう ，児童生徒の実態に応じて活動内容を検
討したり，重点実践校の取組を充実させたり
する必要がある。

来年度に向けて，各学校へのアンケート及び
業務委託先からの報告書をも って，各学校の
実態を把握し，読書推進へのニーズを分析し
ていく必要がある。また，重点実践校の取組
を市内に普及していく。

△
継
続

●達成状況評価…読書活動推進員を市内全小中学校に派遣しており，
「学校図書館図書基準」に基づき適正な図書の管理を行っているが，成果
指標の推移が低調であるため「△」が妥当。

●読書活動推進員を市内全小中学校に派遣していること，「学校図書館図
書基準」に基づき適正な図書の管理を行っていることから，児童生徒の読
書意欲を喚起する環境は整っているといえる。めざす姿に対する成果を的
確に把握するため，読書量の増加を示す成果指標について，検討・設定を
行う 。

7 8 みよし結芽人育成事業 〇
継
続

「みよし学びの共創プラン」の具現化のため
に，3 つの事業を一体的に推進していくことが
必須である。コアカリ キュラムの推進プロジェ
クトは，現在，各校が令和８年度の全面実施
に向け，作成に取り 組んでいる。教育政策研
究事業は，4 名の教育スーパーアドバイザー
を任命し，今後の教育施策に反映させてい
る。TR I-N EXT越境部は令和7 年度に開始
し，今後のコアカリ キュラム推進プロジェクト
と一体的に推進させることで，より汎用性のあ
るカリ キュラムに生かす。

三次市教育委員会が策定する「みよし学びの
共創プラン」に基づいた事業であるととも に，
今後の三次市の教育の方向性を議論するた
めの中核になる事業のため継続した取組が
必要である。また，「みよし学びの共創プラン」
に基づいた，教育政策研修事業による三次型
教育の創造が必須である。

・TR I-N EX T越境部の実施については，めざ
す児童生徒の姿，三次市内の児童生徒の
ニーズを踏まえ，毎年，柔軟性と発展性をも っ
てブラッシュアップしていく必要がある。
・コアカリ キュラムを実施するにあたり ，越境
体験をするための自動車借上料の保障など，
運用面のサポートが必要である。
・教育政策研究事業では，計画的な講師の招
聘及び研修の実施など，よりきめ細やかに行
う 必要がある。

・TR I-N EX T越境部参加生徒へのアンケー
トを含め，教育政策研究事業の動向も踏ま
え，一体的に推進していく。
・コアカリ キュラムの実施に係る次年度の運用
について，具体的な支援策を考えていく必要
がある。
・教育政策研究事業の担当課の整理及び実
施計画を見直し，より効果的な研修を設計し
ていく。

〇
継
続

中学生ではおおむね各成果指標の改善が見られる。本事業は，みよし学び
の共創プランの実現に必要な事業であり，各取組が成果に結びつくよう ，
継続して取組を進める。

7 9 読解力向上事業 〇
継
続

研究校によるリ ーディングスキルテストを実施
し，その結果分析から授業改善に結び付ける
校内研修が進められている。
英語検定の受検について，学校が申し込みを
しやすい仕組みを英語検定協会と連携して整
えるなど，取組を進めている。

リ ーディングスキルテストを活用した授業改
善を進めることで，効果が得られることが見
込まれる。
令和３年度まで行っていた英語検定料の補
助を廃止した際，急激に生徒の英語力が低下
した。英語検定受検の機会があることで，学
習意欲や実際の英語力の向上に関連がある
のではないかと考え，効果測定を続ける。

・リ ーディングスキルテストについては，結果
を活用した授業改善，研究校の取組について
市内への普及の仕方を工夫していく必要が
ある。
・第1回の英語検定については，受験料の支
払いに係る制度設計が不十分であった。

・研究校について学校訪問や報告書をもっ
て，授業改善について内容を連携したり把握
したり する。また，校長会や協議会，G oog le
クラスルーム等を活用し，市内の全小中学校
へ普及していく。
・英語検定受検機会の設定については，令和
6年度第2 回以降の受験料の支払いや申込
の方法などについて，学校が実施しやすいよ
う 仕組みを整えた。引き続き，この仕組みにつ
いて年度当初から事前に学校に周知し，円滑
な事業の活用を行う 。

｜ 継
続

●達成状況評価…昨年度の２次評価にある通り，令和６年度から実施して
いる事業である。令和６年度の成果・実績をも って，めざす姿に向かってい
ると判断できないため「―（評価不能）」が妥当。

●リ ーディングスキルテストについて，引き続き，テストの結果を分析し，授
業改善につなげる。英語検定受験料補助については，実用英語技能検定
の受検機会の拡大により，生徒の英語力や学習意欲の向上に結び付いて
いるかという 視点を持って効果検証を行いながら取り組む。

8 0
いじめ防止・不登校対
策推進事業

〇
継
続

・教育支援ルームは，不登校児童生徒の居場
所となっている。（令和７年７月末現在の利用
者数16 名）
・いじめ認知については，各学校が適切な認
知を行っている。（令和７年５月末時点　認知
件数11件）
・応援センターへの保護者から の相談や管理
職からの学校経営に関する相談が多くあり ，
早急，適切に対応できている。

・市内小中学校の不登校児童生徒数は増加
傾向もしくは高止まりである。
・教育支援ルームの利用者が，増加傾向であ
る。
以上のことから継続した取組が必要である。

不登校児童生徒の学校以外の居場所の拡大
及び，それに対応する人材確保が課題。

居場所の確保と，職員の身分の安定が叶えら
れるよう ，先進事例の研究や，教育政策研究
事業との連携で，新たな取組内容を見出して
いく。

〇
継
続

不登校児童生徒数は，高止まりしており，その要因は多様化，複雑化して
いる。こう した状況に対応するためにも ，不登校や集団生活になじめない児
童生徒一人ひとりの多様な希望に応じる「学びの多様化学校」の設置に向
け，学校・地域等の関係者・関係機関と連携しながら取り組んでいく。また，
県教育委員会が設置している「ＳＣＨＯＯＬ“Ｓ”」や民間フリ ースクールと連
携するなど，児童生徒が自分にあった学びの場を選択できるよう な環境づ
くり に取り 組む。

8 1 部活動指導員活用事業 〇
継
続

・「生徒が意欲的に部活動に参加している」と
いう アンケート調査において，肯定的評価が
10 0 ％である。（令和７年７月実施）
・採用人数（想定）12 人に対して，現在11人を
採用できている。
・一人当たりの単独指導時間8 0 ％を超える
者は，11人中３人に留まっている。

・地域人材の活用，教員の働き方改革の要素
がある本事業は，部活動の地域展開につなが
るも のである。
・部活動指導員の専門的な技術指導により，
生徒の活動への意欲が向上していることから
継続して取り 組んでいく。

・採用人数（想定）12 人に対して，現在11人を
採用できているが，学校が望んだ人材を確保
できないケースがある。
・一人当たり の単独指導時間8 0 ％を超える
者は，11名中３人に留まっている。

・年度末に学校に対して部活動指導員の配置
の希望調査を行う と同時に，部活動指導員
（採用関係等）について市民に広く周知してい
く。
・一人当たりの単独指導時間8 0 ％を超える
者が10 0 ％になるよう に，学校の意識改革に
努める。

〇
継
続

ほぼ想定している人数の部活動指導員を採用できており，めざす姿の実現
に向かって，部活動指導員による指導体制は構築できつつある。一方で，
学校ニーズとのミ スマッチもあることから引き続き，人材確保に取り組む。
また，単独指導時間が8 0％を超える部活動指導員の割合は減少傾向にあ
ることから，部活動指導員による単独指導が伸びない要因を把握・分析し，
改善を図り ，教員の働き方改革につなげていく。

8 2
コミュニティ・スクール
充実事業

〇
継
続

令和７年度で，全中学校区で，コミ ュニティ・
スクールを導入し，取組を始めているところで
ある。

学校だけでは解決しきれない課題が生起す
る時代，今後さらに，学校，地域や家庭とがつ
ながることが大切になってくることから，コミ ュ
ニティ・スクールの充実が必須であり ，継続し
た取組が必要である。

学校の再配置との関わり ，地域の実情に応じ
たあり 方を考えていくことが必要。

・社会教育課と学校教育課とが，自治連合会
等と連携し，地域学校協働活動についての理
解促進を図るとともに，今後のコミ ュニティ・
スクールのあり方を協働的に考えていく。
・教育委員会が学校運営協議会に出席し，伴
走支援を行う 。 〇

継
続

令和７年度で市内全中学校区へのコミ ュニティ・スクールの導入が完了し，
学校や地域，保護者など，関係者が協働し，子ども の可能性を最大限に伸
ばす学校づくりや地域の特性をいかした教育活動につなげていく仕組みが
整った。今後は，１次評価の課題・取組方針にもある通り，学校の再配置に
よるコミ ュニティ・スクールのあり方について検討を行う 必要があることか
ら，引き続き，関係課・関係者と連携しながら取り 組んでいく。
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8 3
中学校部活動地域移行
推進事業

〇
継
続

地域部活動検討委員会を開催している。
モデル地区を指定し，地域の受け皿との協議
を進め，実践へ向けて準備が進んでいる。
受け皿となりう る地域や団体との連携が進ん
でいる。

部活動の地域展開については，国・県の動向
を含めた大きな学校改革の一つであり，継続
した取組が必要である。これまで学校が担っ
てきた子ども たちのスポーツ・文化芸術活動
の更なる充実に向けて，学校・保護者・地域や
受け皿となる各種団体等との丁寧な協議が
必要である。

・基本方針で示された「三次市地域クラブ（仮
称）推進協議会」の設置に向けた事務局間の
連携，共有。
・「部活動の地域展開」という 大きなゴールに
向けた新たな枠組みのイメージやこれまでの
「部活動観」の転換を市民と共有する必要が
ある。
・取組に対する情報発信。

実践を進めながら出てきた課題について協議
を行い，より 良い地域クラブの在り方を市民と
共有するため，情報発信を進めていく。

〇
継
続

令和６年度は２つの地域クラブが立ち上がっており，部活動の地域移行に
向けて本格的な取組がスタートしている。昨年度末に策定した「三次市部
活動の地域展開に係る基本方針」に基づき，関係者への丁寧な説明や連
携により一体となって取り組む。

8 4
高校生地域活動支援事
業

〇
継
続

地域貢献し，地域とのつながり がある事業と
なるよう ，随時市内高等学校からの相談に応
じて取り組んでいる。

市内高等学校と協議を重ねる中で，今まで申
請のなかった事業も 補助事業内での実施を
検討されており ，補助金を活用することで，郷
土に愛着と誇り を持つ人材の育成や地域に
開かれた高等学校として，地域の更なる活性
化につながるも のと考える。

高校生の積極的な提案を期待するが，チラシ
だけでは事業内容が伝わりにくく学校から生
徒へのサポートが必須である。また，高校生
からの提案があったとしても，先生のサポート
が必要となることから，事業実施が困難な場
合がある。
また，各高校においては，既に取り組んでいる
事業があるため，新たな事業を行う ための予
算確保の困難さや補助金申請書類等の作成
に掛かる事務から，実施を躊躇されることが
ある。

高等学校へのヒ アリ ング及び事業説明を行
い，事業の必要性について理解を深めてもら
う 。
相談があった場合は，市としても サポートす
る。

〇
継
続

１次評価の課題にある補助金申請書類等の作成にかかる事務の負担感に
ついては，助言等の支援を継続するととも に，負担の要因を把握し，電子
申請等のデジタル技術を活用するなど，事務負担の軽減に取り 組む。ま
た，県の補助事業についても 調査研究し，事業のあり方について検討を行
う 。

8 5
地域学校協働活動推進
事業

〇
継
続

地域学校協働活動推進員が学校運営協議会
への参画や学校への訪問を通じて，地域と学
校，保護者が意見交換する場を創出すること
で，一部地域では，地域と学校が連携した取
組の推進が図られている。また，令和６年度
から全ての中学校区に推進員を配置しており
推進体制の強化を図っている。

令和７年度には12 中学校区全てにコミ ュニ
ティ・スクールを設置しており ，持続的に地域
と学校が円滑に連携し，地域で子ども の成長
を支える仕組みづくりを行う ため，継続して取
り組んで行く必要がある。

地区により，活動に温度差がある。
小中学校の再配置地を進めていく中で，過渡
期においてはコミ ュニティ・スクールの枠組み
の見直しが必要となる。

昨年度から，地域学校協働活動推進員の連
絡会議を開催し，推進員同士の連携や情報
共有の場としており，各地区での取組の推進
につなげている。引き続き，情報共有の場とし
て実施していく。

〇
継
続

児童生徒における「地域貢献」への肯定的な回答が令和４年度と比較し増
加している。また，地域学校協働活動推進員の委嘱人数と地域学校協働
活動推進のための学校等の訪問回数が着実に増加しており ，地域と学校
による連携・協働の成果がみられる。今後は，１次評価の課題にある通り ，
学校の再配置によるコミ ュニティ・スクールのあり方について，関係課・関
係者と連携しながら検討を行う 。

8 6 学校給食食育推進事業 〇
継
続

令和６年度は，三次ブランドである「ピオー
ネ」，「梨」，「霧里ポーク」を学校給食に提供
し，「三次ブランド」の浸透とふるさと三次への
郷土愛の醸成を図ることができた。

この事業の成果として，児童生徒に「三次ブラ
ンド」の浸透を図り，三次への郷土愛を育ませ
ることが挙げられる。「三次ブランド」に継続し
てふれることが，「三次ブランド」に対する意識
の向上及び学校給食における食文化の継承
につながると考えられるため継続した取組が
必要である。

「三次ブランド」の食材は，三次市の環境や伝
統にちなんだ独自性を有しており，希少性が
あるため，三次市全体での認知度の向上が
課題である。

食材費を補助金として交付することにより ，児
童生徒が「三次ブランド」認定食材にふれる機
会を確保することにつながっていることから継
続して取り組むとも に，引き続き，動画や資料
の活用を通して「三次ブランド」の認知度向上
を図る。 ｜ 継

続

●達成状況評価・継続区分…令和６年度同様，成果が見えていない。「―
（評価不能）」が妥当。学校給食の地産，児童生徒への三次ブランドの浸透
と郷土愛の醸成を図ることは，次世代の“ツナガリ 人口”の創出につながる
ことが期待されることから「継続」が妥当。

●本事業による効果を測るためにも ，成果指標に掲げる「児童生徒の三次
ブランドの食材の認知度」の数値を把握することが必要である。また，三次
ブランド食材の認知度だけではなく，本事業が郷土愛の醸成に資する事業
であることを測れる指標についても 検討する。

8 7
子ども文化芸術ふれあ
い事業

〇
継
続

本事業は三次市内の小中学生が芸術文化に
触れることができる貴重な機会であり，三次
市の各施設，学校等で学習，体験できている
ことが本事業の成果であると判断したため。

三次独自の芸術文化の創造・育成・普及につ
ながる取組はすぐに効果が出るものではない
が，各学校，施設の状況にあわせて継続的に
取り 組むことで，これからの三次を担う 子ども
たちの育成に寄与する事業と考えるため。

美術鑑賞事業を活用し，美術館等を活用した
児童生徒の割合が１割程度と少ない状況であ
る。

美術館までの移動時間等により，実施が難し
い学校においても 文化芸術にふれる機会を
創出するため，学校へ講師等を招いて実施す
る新規事業に取組んでいる。各学校への周知
を行い，芸術文化へ触れる機会の拡充を図
る。 〇

継
続

距離や時間の制約がある学校に対して，学校内での芸術文化鑑賞事業も
補助対象とするなど，課題を踏まえ，アンケート調査によりニーズや要因を
洗い出し，整理したう えで必要な支援を行っており，児童生徒に文化芸術
や歴史文化にふれる機会を提供できている。引き続き，各学校が美術館で
鑑賞する機会を確保できるよう 支援するととも に，学校における文化芸術
等鑑賞に係る補助制度を周知し，より 多くの子ども たちが三次の文化芸術
や歴史文化にふれることができるよう 取り組む。

8 8
重要文化財等保存修理
事業

〇
継
続

指定文化財の保存に向けた所有者の取組に
ついて，適切な支援（補助事業）と協力（事務
補助）が行えているため。

指定文化財の保存に向けた所有者の取組に
ついて，引き続きの支援と協力を行う ことで
文化財の継承へとつなげるため，事業の継続
が必要と判断した。

個人所有であり ，居住空間も あるため，常時
の公開が難しいなど，活用方法について検討
する必要がある。

所有者の理解と協力を得ながら，公開方法
（市HP 等への掲載）の検討に努める。

〇
継
続

個人所有であることから活用や公開の方法の検討に当たっては，所有者の
理解と協力が必要である。引き続き，国・県と連携しながら所有者への適
切な支援と協力を行う とともに，適切な維持・管理に取り組む。
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8 9
史跡寺町廃寺跡整備事
業

〇
継
続

・史跡整備に向けた準備を進めており，概ね
良好に事業を進めている。
・市の現状を踏まえた内容の具体化につなげ
る取組を継続する。

・めざす姿の実現に向けて，引き続き各種計
画等の策定を行う 。
・国史跡のため，国や県との連携を継続する。

・史跡整備及び活用の機運上昇のため，市民
等への啓発や情報発信に努める。
・地域住民との意見交換を行い，より よい史
跡整備につなげる。

・住民自治組織と連携した地元住民との意見
交換の場を設定する。
・引き続き，出前講座等を活用した情報発信
に努める。
・先端技術を活用した幅広い世代の興味・関
心を集める整備手法を検討する。 〇

継
続

平成2 9 年度の事業再開から着実に史跡寺町廃寺跡の整備が進んでおり，
引き続き，国・県・地域と連携しながら計画的な整備に取り 組む。整備工事
完了まで期間を要すことから，この期間を有効活用し，地元住民をはじめ，
市内外の方から史跡寺町廃寺跡について関心を持っていただけるよう ，機
運の醸成に取り組む。

9 0 文化振興活動支援事業 〇

期
間
満
了
・
継
続

市内の文化振興活動事業団体等が行う 文化
振興事業を支援（補助金の交付）することに
より，各地域の文化振興につなげることがで
きている。

本事業を通して各地域の文化振興を図るた
め，継続的に取り組んでいく必要がある。

本事業を活用した文化振興活動であることの
周知。

申請団体との調整を適切に図りながら，引き
続き支援を行う 。

〇

期
間
満
了

（
継
続

）

●達成状況評価・継続区分…文化振興活動事業団体等が行う 事業に対
し，支援を行う ことで，地域の文化振興につながっていることから「〇」が妥
当。文化施設・資源を活用して地域が自主的・主体的に文化振興事業を行
う ことで地域の文化振興を図る事業であることから，「継続」が妥当。

●これまでの取組における成果と課題を整理したう えで，取組方針の検討
を行う 。検討に当たっては，めざす姿を実現するため，補助金の交付が特
定の地域に偏ることがないよう ，市内全域において文化振興に係る活動が
活発となる仕組みや方法を検討する。

9 1 社会教育振興事業 △
継
続

めざす姿を新たに設定し，適切な補助となる
よう 事業内容の精査を行った。事業報告でも
確認を行っていく。

補助対象の市内教育活動団体は学校や保護
者，地域との連携を図る事業を行っており ，め
ざす姿実現のために事業を実施している。今
回の取組改善の検証のためにも ，継続が必
要と考える。

・広報強化については周知方法を模索してい
る段階であり，引き続いての対応が必要。
・実施事業が固定化しているが，めざす姿を
達成するために新規事業の検討の余地があ
る。特に主催事業の実施を検討していく。
・補助金が主な財源となっている団体につい
ては，自主財源の確保方策を検討し，安定的
な団体運営をめざす。

・広報強化については実施団体から随時相談
を受けながら，手法の提案等を引き続き行
う 。
・実施団体とのヒ アリ ングを引き続き行い，事
業目的に対してより 効果的な事業実施を検討
しても らう 。 ｜ 継

続

●達成状況評価…本事業は令和６年度に事業内容を見直した事業であ
り，見直しによる成果がまだ見えていないため，「－（評価不能）」が妥当。

●成果指標の推移を把握しながら，効果的な取組を推進する。特に，めざ
す姿を実現するためには，本事業を活用していただく必要があることから，
効果的な広報のあり方について検討し，取組を進めていく。

9 3
真田一幸スポーツ・文
化子ども育成事業

〇
継
続

制度の周知を図るため，市広報やホームペー
ジでの周知や前年度等に申請のあった団体
にも 案内している。申請件数も 概ね同数で推
移しており，一定程度の周知が図られており，
子ども のスポーツ・文化の振興に寄与してい
る。

事業を継続することで，子ども を対象とした市
内のスポーツ・文化団体の育成と，活動する
子ども たちの更なる活躍，本事業を活用した
子ども たちが将来団体を支える人材になるな
ど，本事業の果たす役割は大変大きいため。

基金が無くなり 次第終了となるため，より長い
期間事業が継続できるよう ，補助上限額等の
見直しを行っている。
制度改正や事業継続の見通し等について，周
知を図っていく必要がある。
基金終了後の支援のあり方について，検討が
必要。

制度の改正等について，市広報やホームペー
ジ等で積極的な周知を図る。
基金終了後の支援のあり方について，検討を
行う 。

〇
継
続

事業実施数や申請件数が一定数あることから，スポーツや文化活動に取り
組む団体の維持ができている。本事業は基金を財源とする事業であること
から，基金終了に伴う 補助制度終了後のスポーツ・文化振興のあり方につ
いて検討を行う 。
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（教育委員会所管分抜粋）
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